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社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
所
得
か

ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
40
歳
以
上
の
人

が
平
成
17
年
中
に
支
払
っ
た
介
護
保

険
料
が
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
施
設
で
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
た
場
合
、
次
の
も
の
が
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

日
常
生
活
費
は
除
き
ま
す
。

①
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
に
入
所
の
場
合

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お
よ
び
食
費
と

　

居
住
費
の
自
己
負
担
額
と
し
て
支

　

払
っ
た
額
の
１
／
２

②
介
護
老
人
保
健
施
設
・
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
に
入
所
の
場
合

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
お
よ
び
食
費
と

　

居
住
費
の
自
己
負
担
額

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
自
己
作
成

も
含
む
）
に
基
づ
き
次
の
①
か
ら
⑤

の
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず
れ
か
を
利
用
し

て
い
る
場
合
、
そ
の
利
用
料
が
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
訪
問
看
護

②
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

③
居
宅
療
養
管
理
指
導

④
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
食

費
も
対
象
と
な
り
ま
す
）

⑤
短
期
入
所
療
養
介
護
（
居
住
費
と

食
費
も
対
象
と
な
り
ま
す
）

　

さ
ら
に
、
①
か
ら
⑤
の
サ
ー
ビ
ス

の
い
ず
れ
か
を
利
用
し
て
い
る
人
が

次
の
⑥
か
ら
⑨
の
サ
ー
ビ
ス
の
い
ず

れ
か
を
利
用
し
て
い
る
場
合
、
そ
の

利
用
料
も
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

⑥
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
中
心
型
は

除
き
ま
す
）

⑦
訪
問
入
浴
介
護

⑧
通
所
介
護
（
食
費
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
）

⑨
短
期
入
所
生
活
介
護
（
居
住
費
と

食
費
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き
は
、

平
成
17
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
な

ど
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

要
介
護
者
に
か
か
る
お
む
つ
代
は

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
告
に
は
医
師
の
証
明
書
お
よ
び
領

収
書
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
２
年

目
以
降
の
申
告
の
場
合
、
医
師
の
証

明
書
に
代
え
て
市
町
村
が
主
治
医
意

見
書
の
内
容
を
確
認
し
た
書
類
で
申

告
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

平
成
17
年
中
に
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
は
障
害
者
控
除
・
特
別

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
料

介
護
保
険
施
設
の
利
用
料

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料

要
介
護
認
定
者
の
障
害
者
控
除

お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　水　道
通　

信
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地
震
な
ど
に
よ
る
水
道
の
災
害
対

策
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
場

合
、
断
水
地
区
の
市
民
へ
飲
料
水
を

給
水
す
る
応
急
給
水
と
迅
速
な
復
旧

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

水
道
局
で
は
、市
の
総
合
計
画
に
基

づ
き
、「
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」
の

一
環
と
し
て
、「
応
急
給
水
拠
点
」
と

「
応
急
給
水
施
設
」
に
い
た
る
水
道
管

の
耐
震
化
工
事
を
行
い
、
大
規
模
な

地
震
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合

で
も
、
最
低
限
の
飲
料
水
や
医
療
用

水
を
確
保
で
き
る
よ
う
震
災
時
応
急

給
水
拠
点
整
備
事
業
を
進
め
、
平
成

13
年
６
月
に
完
了
し
て
い
ま
す
。

　
「
応
急
給
水
拠
点
」
に
は
、
小
学
校

や
指
定
避
難
所
12
カ
所
を
定
め
、
震

鳥取市水道局
　☎（0857）53 ｜ 7811

災
発
生
時
か
ら
復
旧
ま
で
の
間
、
こ

の
拠
点
か
ら
周
辺
地
域
に
飲
料
水
を

供
給
す
る
と
と
も
に
、
市
全
域
の
避

難
所
へ
給
水
車
で
飲
料
水
を
運
ぶ
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
応
急
給

水
施
設
」
に
は
、
病
院
や
震
災
時
に

災
害
対
策
本
部
と
な
る
市
役
所
本
庁

舎
な
ど
６
カ
所
を
定
め
、
飲
料
水
と

医
療
用
水
を
優
先
的
に
供
給
し
ま
す
。

　

な
お
、
合
併
に
と
も
な
い「
応
急

給
水
拠
点
」と「
応
急
給
水
施
設
」の
見

直
し
を
検
討
し
て
い
ま
す
。　

震
災
時
応
急
給
水
拠
点
整
備
①

「お笑い健康道場」
新メニュースタート

問い合わせ先
お笑い健康道場 （0857）39-2030・
社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会
（0857）37-0105

中高年運動指導

アクティブシニアサロン

健康相談

健康民謡教室

誰でもできる簡単な運動や体操、
健康チェック、運動指導など
対象　40歳以上

楽しいダンス教室、舞踊教室
対象　60歳以上

保健師による健康相談
対象　40歳以上

三味線伴奏による民謡の歌唱
対象　40歳以上

お笑い健康道場では、下記の
新しい事業が増えました。

問い合わせ先
市役所駅南庁舎高齢社会課
（0857）20－3454

遷喬小学校・賀露小学校・
明徳小学校・末恒小学校・
東中学校・西中学校・高草
中学校・桜ヶ丘中学校･鳥
取西高等学校・鳥取産業
体育館・鳥取市民体育館・
千代水スポーツ広場

鳥取県庁・鳥取市役所・鳥
取赤十字病院・県立中央
病院・鳥取市立病院・鳥
取生協病院

〔応急給水拠点〕

〔応急給水施設〕

介護保険と
税金

　所得税などの申告受付が2月 16日から始まります。
　そこで、介護保険に関する税金の控除についてお知らせします。
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